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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
都
市
計
画
と
市
民
参
加

①
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
都
市
開
発
は
、
多
様
な

　
人
種
と
所
得
構
成
を
反
映
し
、
財
界
や
多
く
の

　
市
民
グ
ル
ー
プ
と
市
当
局
と
の
間
の
複
雑
な
政

　
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

②
　
こ
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る

　
市
民
参
加
の
媒
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー

　
ド
が
主
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

③
　
我
国
で
も
今
後
は
国
際
化
の
進
展
と
と
も
に

　
新
た
な
都
市
問
題
が
発
生
し
、
市
民
参
加
の
重

　
要
性
は
一
層
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー

　
ヨ
ー
ク
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
制
度
が
こ

　
の
た
め
の
一
つ
の
参
考
と
な
る
。

　
一
九
九
〇
年
五
月
か
ら
一
九
九
二
年
五
月
の
二
年
間
、

長
期
海
外
留
学
制
度
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ

バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ワ
グ
ナ
ー
行
政
大
学
院
で
都
市
お
よ
び

地
域
政
策
を
学
ぶ
機
会
を
得
た
。
本
稿
で
は
、
大
学
院

の
授
業
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
都
市
計
画
局
で
の
実
習
、

さ
ら
に
は
日
常
生
活
を
通
し
て
知
り
得
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
都
市
計
画
と
市
民
参
加
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
経
済
構
造
の
変
化
と
都
市
開
発
の
歴

史
を
述
べ
、
次
に
都
市
開
発
の
政
治
学
に
つ
い
て
整
理

し
、
最
後
に
こ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
市
民
参
加

の
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

-

経
済
構
造
の
変
化

中
島
徹
也

市
内
の
経
済
的
不
公
平
が
進
ん
だ
。

　
こ
の
間
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
（
少
数
民
族
）
の
構
成

は
劇
的
に
変
化
し
た
（
表
ｌ
１
参
照
）
。
一
九
五
〇
年

に
は
人
口
の
九
四
％
は
白
人
で
、
低
所
得
階
層
は
主
と

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い

た
が
、
一
九
八
〇
年
に
は
人
口
の
四
五
％
が
黒
人
及
び

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
（
ス
ペ
イ
ン
語
系
ア
メ
リ
カ
人
）
で
、

白
人
は
六
一
％
に
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
、
一
九
六

〇
年
代
の
黒
人
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
の
大
規
模
な
流
入

が
沈
静
化
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
中
央
及
び
南
ア

メ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
の
主
要
な
目
的
地
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
黒
人
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
や
そ
の
他
の
移

民
は
、
主
に
就
業
構
造
の
底
辺
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

都
市
開
発
の
歴
史

　
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
に
お
い
て
数
多
く
の
役
職
を
兼
務
す
る
ロ
バ
ー

ト
・
モ
ー
ゼ
ス
が
、
事
実
上
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
開

発
の
独
裁
者
と
し
て
影
響
力
を
行
使
し
た
。
彼
は
ト
ラ

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
経
済
は
一
九
五
〇
年
以
降
構
造
変

化
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
製
造

業
及
び
港
湾
関
連
業
務
機
能
の
流
失
や
、
一
九
七
〇
年

代
の
ア
メ
リ
カ
南
西
部
や
国
外
へ
の
産
業
活
動
の
移
転

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
は
国
際
金
融
の
中
枢
及
び
多
国
籍
企
業
の
本

部
の
集
積
が
進
ん
だ
。

　
経
済
構
造
の
再
編
は
同
時
に
社
会
構
造
の
変
革
を
も

た
ら
し
た
。
一
九
八
七
年
の
第
三
次
産
業
の
就
業
人
口

は
、
一
九
五
〇
年
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
と
同
時
に
、

一
九
五
〇
年
以
降
市
民
の
平
均
収
入
は
減
少
を
続
け
、

二
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表－1　人種・スペイン語系別人口・失業者数・平均所得・貧困者数

イ
ボ
ロ
橋
及
び
ト
ン
ネ
ル
公
社
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
公

園
部
､
ア
ー
バ
ン
ー
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
(
U
r
b
a
n

R
e
n
e

-
w
ａ
l
;
都
市
再
開
発
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
公
共
住
宅
公
社
、

そ
し
て
連
邦
ハ
イ
ウ
ェ
イ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
か
ら
の
製
造
業
の
分
散
と
、
マ

ン
ハ
ッ
タ
ン
中
心
部
に
お
け
る
業
務
機
能
の
強
化
を
進

め
た
。
同
時
に
彼
は
、
市
の
大
規
模
ハ
イ
ウ
ェ
イ
・
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
ー
バ
ン
・
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
よ
っ
て
、
ス
ラ
ム
を
一

掃
し
、
低
所
得
者
向
け
賃
貸
住
宅
を
中
・
高
所
得
者
向

け
ア
パ
ー
ト
や
公
共
施
設
に
変
え
て
行
っ
た
。

　
ロ
ア
ー
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
（
南
部
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
）
で

は
、
財
界
エ
リ
ー
ト
の
組
織
的
な
介
入
に
よ
り
再
開
発

が
進
め
ら
れ
た
。
一
九
五
〇
年
代
と
一
九
六
〇
年
代
を

通
じ
て
デ
ビ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は

①
　
不
動
産
市
場
に
直
接
介
入
す
る
、

②
　
財
界
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
援
助
す
る
、

③
　
市
の
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
援
助
す
る
、

④
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
・
ポ
ー
ト

　
ｵ
ｰ
ｿ
ﾘ
ﾃ
ｨ
(
N
e
w
　
Y
o
r
k
　
N
e
w
　
J
e
r
s
e
v
　
P
o
r
t

　
A
u
t
h
o
r
i
t
y
)
を
利
用
し
て
大
規
模
な
投
資
を
促
進

　
す
る

等
を
次
々
に
実
施
し
た
。
彼
は
ま
た
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
ー

ロ
ア
ー
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｌ

Ｍ
Ａ
）
を
設
立
し
た
。
こ
の
組
織
は
ロ
ア
ー
マ
ン
ハ
ヨ

タ
ン
の
総
合
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
繁
栄
し
て

い
る
市
の
金
融
中
心
地
区
周
辺
の
再
開
発
、
及
び
ポ
ー

ト
オ
ー
ソ
ザ
テ
ィ
に
よ
る
ワ
ー
ル
ド
ー
ト
レ
ー
ド
ー
セ

ン
タ
ー
の
開
発
を
提
案
し
た
。

　
こ
の
Ｄ
Ｌ
Ｍ
Ａ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
応
え
て
、
市

は
一
九
六
〇
年
代
に
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し

た
。
ネ
ル
ソ
ン
ー
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

知
事
は
、
ポ
ー
ト
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
よ
り
ワ
ー
ル
ド
ー

ト
レ
ー
ド
ー
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
ー

リ
ン
ゼ
ー
市
長
が
就
任
し
た
｝
九
六
六
年
に
は
、
Ｄ
Ｌ

Ｍ
Ａ
の
プ
ラ
ン
は
公
式
に
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
ー
九
六
九
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
市
民
の
広
範
な
支
持
を
得
る

こ
と
な
く
、
つ
い
に
成
立
の
日
の
目
を
見
る
に
至
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
後
今
日
に
至
る
ま
で
市
は
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
策
定
を
断
念
し
て
い
る
。

　
リ
ン
ゼ
ー
市
長
は
ま
た
､
ﾆ
ｭ
ｰ
ﾖ
ｰ
ｸ
州
都
市
開

発
公
社
(
U
D
C
;
N
e
w
　
Y
o
r
k
　
S
t
a
t
e
　
U
r
b
a
n
　
D
e
v
e
l

-
o
p
m
e
n
t
　
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
)
が
行
う
業
務
ビ
ﾙ
や
中
・

高
所
得
者
向
け
住
宅
に
対
す
る
投
資
を
促
進
し
た
が
、

一
九
七
五
年
の
市
財
政
危
機
は
、
連
邦
政
府
の
補
助
金

削
減
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
公
共
投
資
を
事
実
上
ス

ト
ッ
プ
さ
せ
た
。
時
の
ビ
ー
ム
市
政
権
は
、
減
税
に
よ
っ

て
既
存
施
設
の
改
修
や
利
用
転
換
を
進
め
る
民
間
投
資

を
促
進
し
よ
う
と
し
た
。

　
一
九
七
七
年
の
エ
ド
ワ
ー
ド
ー
コ
ッ
チ
市
政
権
の
誕

生
は
、
大
規
模
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
新
た
な
ス
タ
ー
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卜
と
な
っ
た
。
彼
は
開
発
計
画
の
先
導
的
組
織
と
し
て

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ペ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・
コ
ー
ポ
ー
レ
ー

ｼ
ｮ
ﾝ
(
P
D
C
;
P
u
b
l
i
cD
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
C
o
r
p
o
r
a
t
i

-
o
n
)
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
市
都
市
計
画
局

に
は
限
定
さ
れ
た
調
査
と
規
制
を
行
う
機
能
の
み
が
残

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
機
能
分
離
に
よ
っ
て
、

市
の
総
合
的
な
計
画
及
び
開
発
を
司
る
組
織
は
存
在
し

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
行
政
機
関
と
し
て
の
制
約
や

規
制
の
埓
外
に
あ
る
地
方
開
発
公
社
Ｐ
Ｄ
Ｃ
は
、
市
長

に
任
命
さ
れ
た
理
事
会
の
下
に
、
財
界
と
の
仲
介
役
と

し
て
活
動
し
、
宅
地
開
発
や
減
税
、
及
び
特
定
の
開
発

へ
の
資
金
供
給
等
の
総
合
策
を
実
施
し
た
。
大
規
模
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
は
、
土
地
利
用
審
査
手

続
き
（
U
L
U
R
P
;
U
n
i
f
o
r
m
　
L
a
n
d
　
U
s
e
　
R
e
v
i
e
w

P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
等
の
市
の
ゾ
ｰ
ﾆ
ﾝ
グ
規
制
の
及
ば
な

い
Ｕ
Ｄ
Ｃ
と
協
力
し
て
事
業
を
実
施
し
た
。
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ

Ｐ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。

　
商
業
と
業
務
開
発
指
向
の
政
策
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

経
済
再
生
を
も
た
ら
し
た
が
、
一
方
で
市
は
住
宅
開
発

を
怠
っ
た
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一

九
八
一
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
人
口
が
七
万
八
千
人
増

え
る
間
に
住
宅
は
一
万
一
千
戸
増
え
る
に
と
ど
ま
り
、

し
か
も
そ
の
多
く
が
高
額
所
得
者
向
け
住
宅
だ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
開
発
戦
略
は
、
典

型
的
な
「
ト
リ
ッ
ク
ル
・
ダ
ウ
ン
」
理
論
（
政
府
の
財

政
支
出
は
直
接
福
祉
事
業
等
に
向
け
る
よ
り
、
大
企
業

を
通
す
ほ
う
が
効
果
が
大
き
い
と
す
る
理
論
）
に
基
づ

い
て
い
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
低
所
得
者
に
も
あ
る

程
度
の
利
益
は
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
よ
り
多
く
の
支

出
を
も
た
ら
し
、
一
方
で
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
は
巨
額
の

利
益
を
も
た
ら
し
た
。

三

都
市
開
発
の
政
治
学

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
一

掃
す
る
よ
う
な
開
発
に
対
す
る
反
対
が
激
し
く
、
連
邦

政
府
の
ア
ー
バ
ン
・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

都
市
の
修
復
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
参
加
を
拡
大
す
る
方

向
に
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
組

合
や
借
家
人
グ
ル
ー
プ
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
盛
ん
で
、
レ

ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
が
維
持
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
レ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
第
二
次
大

戦
後
に
住
宅
供
給
が
逼
迫
し
た
際
に
導
入
さ
れ
た
制
度

で
、
賃
貸
人
に
よ
る
家
賃
の
急
激
な
値
上
げ
を
規
制
す

る
も
の
で
、
現
在
で
は
全
米
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
だ

け
に
残
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い

て
は
、
価
格
規
制
が
民
間
の
住
宅
供
給
を
阻
み
、
か
え
っ

て
住
民
の
追
い
出
し
を
進
め
た
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

　
市
民
グ
ル
ー
プ
は
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
西
部
に
計
画
さ

れ
て
い
た
高
速
道
路
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ェ
イ
の
建
設
を
阻
止

す
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
四
年

に
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
駅
が
壊
さ
れ
て
か
ら
は
、
歴
史
的

な
建
築
物
の
保
存
運
動
が
活
発
に
な
り
、
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
や
歴
史
的
地
区
の
指
定
と
い
う
か
た
ち
で
保
存
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
九
七
七
年
に
土
地
利
用
審
査
手
続
き
（
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ

Ｐ
）
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、

都
市
計
画
審
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
事

業
に
つ
い
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、
開
発
に
よ

る
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
開
発
に
よ
っ
て
住

宅
家
賃
等
が
高
く
な
り
、
従
前
の
居
住
者
が
追
い
出
さ

れ
る
現
象
）
や
交
通
混
雑
を
恐
れ
る
住
民
が
、
自
由
に

意
見
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
区
長
（
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
、
ブ
ロ
ン
ク

ス
、
ク
イ
ー
ン
ズ
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
、
ス
タ
テ
ン
ア
イ

ラ
ン
ド
の
五
区
の
区
長
）
や
市
議
会
議
員
、
州
議
会
議

員
等
の
地
区
選
出
の
政
治
家
は
、
選
挙
民
の
意
見
を
代

弁
し
、
開
発
に
反
対
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
こ
れ

ら
が
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
に
は
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ウ
ェ

イ
の
よ
う
に
訴
訟
に
よ
っ
て
開
発
が
阻
止
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
計
画
・
都
市

開
発
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
利
益
を
め
ぐ
っ
て
、
市
行
政
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
主

張
を
展
開
し
て
い
る
。
市
の
側
で
も
、
広
範
な
市
民
参

加
の
途
を
開
き
、
市
民
ニ
ー
ズ
を
直
接
吸
い
上
げ
る
よ

う
努
力
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
多
様
な

人
種
・
民
族
か
ら
な
る
国
際
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都

調査季報116－93.353
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市
運
営
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
市
民

参
加
を
保
証
し
、
そ
の
場
を
提
供
し
て
い
る
の
が
次
に

述
べ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
で
あ
る
。

四

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

①
ｌ
概
　
要

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
は
、
市
域
全
域
を
五
十
九
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
地
区
（
町
内
会
の
よ
う
な
も
の
）
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

と
い
う
住
民
の
自
治
組
織
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
独
自
の
制
度
で
あ
り
、
一
九
五
一
年

に
当
時
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
区
長
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ワ
グ

ナ
ー
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ワ
グ
ナ
ー

行
政
大
学
院
の
創
始
者
）
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
審
議

会
を
設
立
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
一
九
七
五
年
の
市
憲

章
(
C
i
t
y
C
h
a
r
t
e
r
;
ｱ
ﾒ
ﾘ
ｶ
で
は
政
府
の
基
本
的

な
権
限
は
州
政
府
に
属
し
、
州
が
憲
法
に
基
づ
い
て
行

政
を
行
う
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
州
か
ら
は

多
く
の
権
限
が
市
及
び
他
の
自
治
体
に
委
譲
さ
れ
て
お

り
、
市
の
権
限
は
市
憲
章
と
い
う
形
で
保
証
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
州
の
権
限
の
う
ち
国
防
や
州
間
貿
易
等
一

定
の
も
の
に
限
り
、
連
邦
政
府
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
）

改
正
に
よ
り
、
一
九
七
七
年
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー

ド
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
に
は
市
憲

章
が
改
正
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
役
割
は
よ

②
ｌ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
役
割

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
役
割
は
、
市
憲
章
に
次
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、

①
　
そ
の
地
区
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
す
る
。

②
　
そ
の
地
区
及
び
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
事
柄
に
つ

　
い
て
、
す
べ
て
の
公
務
員
、
機
関
、
地
方
行
政
機
関

　
の
職
員
、
立
法
機
関
、
又
は
区
長
に
協
力
、
相
談
、

　
支
援
、
助
言
を
与
え
る
。

③
　
そ
の
地
区
の
住
民
に
対
し
て
市
の
各
部
局
が
連
絡

　
を
取
っ
た
り
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
を
助
け
る
。

④
　
そ
の
地
区
及
び
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
事
柄
に
つ

　
い
て
、
自
ら
の
判
断
で
公
聴
会
又
は
個
別
ヒ
ア
リ
ン

　
グ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
公
開
の
会

　
議
を
開
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑤
　
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
と
共
通
の
問
題
に
つ

　
い
て
協
力
す
る
。

⑥
　
年
度
終
了
後
三
ヵ
月
以
内
に
、
市
長
、
市
議
会
、

　
区
委
員
会
に
各
年
度
の
報
告
書
等
を
提
出
す
る
。

⑦
　
職
員
を
選
任
し
採
用
し
て
、
法
律
や
各
コ
ミ
ュ
ニ

　
テ
ィ
ボ
ー
ド
が
そ
の
地
区
の
委
員
長
及
び
そ
の
他
の

　
専
属
職
員
に
課
し
て
い
る
規
則
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
対
し
て
市
民
が
監
視
で
き
る
よ
う

　
保
証
す
る
。
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
市
民
に
選

　
出
さ
れ
た
公
務
員
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
会
合
の
議

　
事
録
や
各
種
報
告
書
等
の
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

　
活
動
及
び
各
種
業
務
の
記
録
を
公
開
す
る
。

⑧
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
会
合
に
市
の
各
部
局
の

　
職
員
の
参
加
を
要
請
す
る
。

⑨
　
そ
の
地
区
の
成
長
、
改
善
、
開
発
に
関
す
る
総
合

　
的
、
ま
た
は
個
別
の
計
画
を
作
成
す
る
。

⑩
　
市
長
に
、
そ
の
地
区
の
概
要
、
現
在
及
び
将
来
の

　
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
予
測
、
及
び
こ
れ
ら
ニ
ー
ズ
を

　
満
た
す
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提

　
案
を
含
む
　
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
年

　
度
報
告
書
を
提
出
す
る
。

⑨
　
そ
の
地
区
の
資
本
投
資
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
市
の

　
各
機
関
に
助
言
を
求
め
、
関
係
部
局
の
評
価
を
審
査
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り
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
五
十
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、

任
期
は
二
年
で
、
委
員
に
は
定
期
的
な
会
合
に
必
要
な

経
費
以
外
の
報
酬
は
な
い
。
委
員
は
区
長
に
任
命
さ
れ

る
が
、
こ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
半
数
以
上
は
市
議
会

議
員
の
推
薦
に
よ
る
。
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
選
挙
区
を

持
つ
市
議
会
議
員
も
委
員
と
な
る
。

　
そ
の
権
限
は
、
都
市
計
画
審
議
会
（
口
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ

-
ｎ
ｇ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
）
が
行
う
土
地
利
用
計
画
、
市
有

財
産
の
取
得
・
処
分
、
公
共
投
資
事
業
の
用
地
選
定
に

関
す
る
審
査
及
び
勧
告
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側
の

意
見
の
開
示
、
市
予
算
案
に
対
す
る
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
お
け
る
優
先
順
位
の
主
張
、
市
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実

態
の
監
視
等
に
及
ぶ
。
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し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
及
び
評
価
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開

　
催
し
、
市
長
に
次
年
度
及
び
そ
の
後
三
年
間
の
資
本

　
予
算
の
優
先
順
位
を
提
出
す
る
。

⑫
　
経
常
予
算
に
よ
り
行
わ
れ
る
そ
の
地
区
の
各
種
プ

　
ロ
グ
ラ
ム
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
市
の
各
機
関
に
助
言

　
を
求
め
、
関
係
部
局
の
見
積
も
り
を
評
価
し
、
そ
の

　
ニ
ー
ズ
及
び
見
積
を
り
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開
催
し
、

　
市
長
に
次
年
度
の
経
常
予
算
の
優
先
順
位
を
提
出
す

　
る
。

⑬
　
投
資
予
算
に
よ
り
そ
の
地
区
で
行
わ
れ
る
各
投
資

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
を
支
援
し
、
そ
の
範
囲
及
び

　
デ
ザ
イ
ン
を
確
認
す
る
。

⑭
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
提
出
さ
れ
る
現
況
報
告

　
書
に
基
づ
い
て
、
そ
の
地
区
に
お
け
る
投
資
プ
ロ
ジ
ェ

　
ク
ト
の
進
展
を
評
価
す
る
。

⑮
　
そ
の
地
区
に
お
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
提
案
ま
た

　
は
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る

　
環
境
影
響
評
価
書
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

I
m
p
a
c
tS

-
t
a
t
e
m
e
n
t
)
の
草
稿
の
作
成
に
先
立
っ
て
、
そ
の

　
形
式
と
内
容
を
決
定
す
る
市
の
関
係
部
局
が
主
催
す

　
る
の
す
べ
て
の
会
合
に
代
表
を
任
命
し
、
派
遣
す
る
。

⑯
公
聴
会
の
実
施
、
都
市
計
画
審
議
会
(
C
i
t
y

P
l

-
a
n
n
i
n
gC
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
へ
の
意
見
書
の
作
成
及

　
び
提
出
等
、
公
共
及
び
民
間
が
行
う
そ
の
地
区
内
で

　
の
土
地
利
用
、
開
発
、
宅
地
造
成
の
申
請
、
及
び
提

　
案
の
最
初
の
審
査
を
行
う
。

⑰
　
市
の
関
係
機
関
が
そ
の
地
区
に
お
い
て
業
務
の
目

　
標
、
優
先
順
位
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
及
び
業
務
計
画
を

　
作
成
す
る
際
に
、
こ
れ
を
援
助
し
、
評
価
す
る
。

⑩
　
そ
の
地
区
に
お
い
て
市
の
機
関
に
よ
り
提
供
さ
れ

　
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
量
を
評
価
す
る
。

　
図
ｌ
１
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
と
市
の
機
関
と
の

関
係
を
示
す
。
図
の
地
区
マ
ネ
ー
ジ
ャ
は
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ボ
ー
ド
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー

ド
の
事
務
を
監
督
し
、
市
民
か
ら
の
苦
情
を
受
け
付
け

こ
れ
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
地
区
ｻ
ｰ
ビ
ｽ
会
議

(
D
i
s
t
r
i
c
t

S
e
r
v
i
c
e
C
a
b
i
n
e
t
）
の
議
長
を
務
め
、
ｺ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
技
術
的
な
援
助
を
与
え
、
市
と

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。
地
区

サ
ー
ビ
ス
会
議
は
、
そ
の
地
区
に
お
け
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
計
画
し
調
整
す
る
、
市
の
関
係
部
局
の
職

員
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
部
局
は
、
都
市
計
画

局
、
環
境
保
全
局
、
消
防
局
、
保
健
局
、
人
的
資
源
局
、

住
宅
保
全
開
発
局
、
公
園
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
局
、

警
察
局
、
清
掃
局
、
交
通
局
、
青
少
年
対
策
局
で
あ
る
。

③
ｌ
予
算
編
成
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー

　
　
ド
の
参
加

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
予
算
編
成
の
基
本
的
な
手
順
は
、

ま
ず
、
市
長
が
議
会
、
区
長
、
区
委
員
会
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ボ
ー
ド
に
仮
予
算
案
(
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y

B
u
d
g
e
t
)

を
提
出
し
、
そ
れ
を
受
け
て
区
長
、
区
委
員
会
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
が
そ
の
仮
予
算
案
に
対
す
る
意
見
を
提

出
す
る
と
と
も
に
、
議
会
が
市
長
に
対
し
仮
予
算
案
に

つ
い
て
の
勧
告
を
行
う
。
つ
ぎ
に
、
市
長
が
そ
の
勧
告

に
基
づ
き
執
行
部
予
算
案
(
P
r
o
p
o
s
e
d
　
E
x
e
c
u
t
i
v
e

B
u
d
9
e
t
）
を
作
成
し
、
議
会
に
提
出
す
る
。
最
後
に

議
会
が
執
行
部
予
算
案
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
採
決
す

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
が
市
予
算
決
定
に
参
加
す

る
プ
ロ
セ
ス
は
、
次
の
六
段
階
に
分
か
れ
る
。

①
市
の
関
係
機
関
と
協
議
す
る
。

　
　
晩
春
に
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
地
区
マ
ネ
ー
ジ
ャ

　
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
委
員
会
の
委
員
は
、

　
市
の
関
係
機
関
の
地
区
担
当
者
と
、
そ
の
地
区
の
行

　
政
ニ
ー
ス
、
現
況
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準
、
及
び
こ

　
れ
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源

　
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

　
　
九
月
に
は
、
各
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、

　
市
の
関
係
局
の
局
長
と
、
長
期
行
政
ニ
ー
ス
、
重
要

　
要
求
項
目
、
運
営
上
の
問
題
、
各
局
の
政
策
的
選
択
、

　
及
び
財
政
的
制
約
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
こ
れ
に
よ

　
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、
そ
の
行
政
ニ
ー
ス
と

　
予
算
の
提
案
を
市
当
局
に
対
し
て
行
え
る
ば
か
り
で

　
な
く
、
同
時
に
関
係
局
長
は
、
財
政
的
な
制
約
を
コ

　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
直
接
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
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図―１　コミュニティボードと市との関係
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②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
よ
り
公
聴
会
が
開
催
さ
れ

　
る
。

　
　
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
住
民
は
地
区
の
行
政
ニ

　
し
ス
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
伝
え
る
機
会
を
持

　
ち
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
ボ
ー
ド
は
そ
の
地
区
に
お
け

　
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
優
先
順
位
を
市
の
関
係
機
関
に

　
対
し
提
出
す
る
。

　
　
市
は
こ
の
優
先
順
位
に
基
づ
い
て
仮
予
算
案
を
作

　
成
し
、
翌
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー

　
ド
で
公
聴
会
が
開
か
れ
る
。

③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
よ
る
予
算
提
案

　
　
十
月
末
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
市
の
関
係
機

コミュニティボードの打ち合わせ風景

関
と
予
算
局
(
〇
f
f
i
c
e

o
f

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
　
a
n
d
B

-
u
d
e
g
t
）
に
予
算
提
案
を
行
う
。
こ
れ
は
、
市
の
イ
ン

フ
ラ
や
公
共
施
設
整
備
及
び
土
地
取
得
の
た
め
の
資
本

予
算
、
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
や
職
員
の
配
置
に
必

要
と
な
る
経
常
予
算
、
及
び
地
区
に
対
し
て
二
十
三
の

機
関
に
よ
り
行
わ
れ
る
八
十
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
優
先
順

位
か
ら
な
る
。

④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
予
算
提
案
に
対
す
る
各
関

　
係
機
関
の
評
価

　
　
市
の
関
係
機
関
は
ボ
ー
ド
か
ら
提
出
さ
れ
た
予
算

　
提
案
を
評
価
し
、
一
月
十
六
日
に
発
表
さ
れ
る
仮
予

　
算
案
及
び
局
見
積
も
り
に
ま
と
め
る
。
各
局
の
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
ヘ
の
対
応
は
、
予
算
局
が
発
行
す
る

　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
仮
予
算
提
案
報
告
書
（
R
e

　
-
g
i
s
t
e
r
　
o
f
　
C
o
m
m
u
n
i
t
y
　
B
o
a
r
d
　
B
u
d
g
e
t
　
R
e
q

-
u
e
s
t
s
　
f
o
r
　
t
h
e
　
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
　
B
u
d
g
e
t
)
に
載

せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ボ
ｰ
ド
は
1
ヵ
月
後
に
作
成

さ
れ
る
仮
予
算
の
な
か
で
示
さ
れ
る
各
局
の
決
定
に

対
応
す
る
機
会
を
得
る
。

⑤
予
算
局
に
よ
る
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
の
予
算
提
案

の
評
価

四
月
二
十
六
日
に
発
表
さ
れ
る
執
行
部
予
算
案
に

む
け
て
、
ボ
ｰ
ド
の
提
案
は
予
算
局
に
よ
っ
て
も
評

価
さ
れ
る
｡
予
算
局
の
評
価
結
果
は
｢
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ

ボ
ｰ
ド
執
行
部
予
算
提
案
報
告
書
(
R
e
g
i
s
t
e
r
　
o
f

C
o
m
m
u
n
i
t
yB
o
a
r
d
　
B
u
d
g
e
t
　
R
e
q
u
e
s
t
s
　
f
o
r

t
h
e
　
E
x
e
c
u
t
i
v
e
　
B
u
d
9
e
t
)
」
に
載
せ
ら
れ
る
。

⑥
公
聴
会

　
　
二
月
に
は
、
地
区
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

　
の
優
先
順
位
及
び
区
長
執
行
部
予
算
提
案
が
な
さ
れ

　
る
前
に
、
区
委
員
会
に
よ
り
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
る
。

　
　
三
月
か
ら
五
月
に
は
、
市
議
会
に
よ
り
仮
予
算
、

　
及
び
執
行
部
予
算
に
つ
い
て
の
公
聴
会
が
開
催
さ
れ

　
る
。こ

れ
ら
の
プ
ﾛ
ｾ
ｽ
を
経
て
最
終
的
に
は
､
ｺ
ﾐ
ｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
の
提
案
に
対
す
る
当
局
の
措
置
は
、
議

会
が
予
算
を
確
定
し
た
後
に
発
表
さ
れ
る
｢
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ

ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
最
終
予
算
提
案
報
告
書
(
R
e
g
i
s
t
e
r

〇
f
　
C
o
ﾖ
ﾖ
u
n
i
t
y
　
B
o
a
r
d
　
B
u
d
g
e
t
　
R
e
q
u
e
s
t
s

f
o
r
　
t
h
e
　
A
d
o
p
t
e
d
　
B
u
d
g
e
t
)
」
に
載
せ
ら
れ
、
公
表

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

表
ｌ
２
に
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
の
予
算
編
成
に
係

わ
る
時
系
列
を
示
す
。

0
-
土
地
利
用
に
お
け
る
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
の
役
割

市
の
上
地
利
用
意
志
決
定
プ
ﾛ
ｾ
ｽ
は
U
L
U
R
P

(
U
n
i
f
o
r
m
　
L
a
n
d
　
U
s
e
　
R
e
v
i
e
w
　
P
r
o
c
e
d
u
r
e
)

と

呼
ば
れ
､
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ボ
ｰ
ド
は
､
都
市
計
画
図
の

変
更
、
ゾ
ｰ
ﾆ
ﾝ
グ
の
改
定
､
及
び
特
別
許
可
(
S

-
p
e
c
i
a
l
　
P
e
r
m
i
s
)
、
公
共
事
業
用
地
選
定
、
及
び

特
許
(
F
r
a
n
c
h
i
s
e
s
)
授
与
に
関
し
て
最
初
に
審
査
す
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行政研究　ニューヨーク市の都市計画と市民参加

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
下
で
は
、
長
期
計
画
の
策
定
、
公
共
施
設
の
公
平

分
担
計
画
、
土
地
利
用
審
査
手
続
き
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
の
参
加
に
つ
い
て
述
べ
る
。

①
長
期
計
画

　
市
憲
章
百
九
十
七
ａ
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

及
び
他
の
公
共
機
関
は
、
地
区
の
開
発
、
成
長
及
び
改

表- 2　コミュニティボードの予算編成に係わる時系列

善
に
関
す
る
長
期
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
都
市

計
画
審
議
会
(
C
i
t
v
　
P
l
a
n
n
i
n
gC
o
m
m
i
s
s
i
o
n
）
に

計
画
を
提
出
す
る
前
に
、
公
聴
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
都
市
計
画
審
議
会
は
、
計
画
が
基
準
を
満

た
し
て
い
る
か
、
都
市
計
画
の
政
策
に
沿
っ
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
こ
れ
を
審
査
す
る
。

　
必
要
な
環
境
影
響
評
価
手
続
き
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

R
e
v
i
e
w
)
が
終
了
し
た
後
に
、
都
市
計
画
局
は
影
響

を
受
け
る
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
、
区
長
、
及
び

区
委
員
会
に
計
画
を
送
付
し
意
見
を
聴
取
す
る
。
つ
ぎ

に
、
都
市
計
画
審
議
会
は
公
聴
会
を
開
き
、
計
画
を
承

認
す
る
か
、
修
正
を
求
め
る
か
、
承
認
し
な
い
か
を
決

定
す
る
。
承
認
さ
れ
た
計
画
は
議
会
に
照
会
さ
れ
、
市

長
の
拒
否
ま
た
は
議
会
の
優
先
の
基
に
決
定
さ
れ
る
。

議
会
は
市
長
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
都
市
計
画

審
議
会
が
承
認
し
な
か
っ
た
計
画
を
再
審
査
す
る
。
議

会
が
市
長
の
拒
否
も
し
く
は
都
市
計
画
審
議
会
の
不
承

認
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
の
は
、
三
分
の
二
以

上
の
賛
成
が
あ
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
ま
た
、
市
長
、
都
市
計
画

審
議
会
、
都
市
計
画
局
、
区
長
、
ま
た
は
区
委
員
会
に

よ
り
提
案
さ
れ
た
百
九
十
七
‐
ａ
計
画
を
審
査
す
る
。

②
公
平
分
担
計
画
(
F
a
i
r
　
S
h
a
r
e
　
P
l
a
n
)

毎
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
に
、
市
長
は
今
後
二
年
間

の
公
共
施
設
整
備
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
新
規
公
共
施
設
の
整
備
、
既
存
の
公
共
施
設
の

閉
鎖
、
拡
張
、
縮
小
計
画
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
概
略
の

位
置
と
市
有
地
の
利
用
現
況
を
示
す
図
面
が
添
付
さ
れ

る
。
こ
の
公
平
分
担
計
画
は
、
公
共
施
設
の
整
備
に
伴

う
負
担
と
便
益
を
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
で
公
平
に

分
担
し
よ
う
と
い
う
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば

市
が
ゴ
ミ
処
理
施
設
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
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行政研究　ニューヨーク市の都市計画と市民参加

住
民
は
、
総
論
で
は
賛
成
し
て
い
て
も
、
自
分
の
住
ん

で
い
る
地
区
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
反
対
す

る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
障
害
を
調
整
す
る
た
め

に
公
平
分
担
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
九
十
日
の
間
に
ニ
ー
ズ

に
つ
い
て
の
報
告
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
公
聴
会

を
開
催
し
、
都
市
計
画
局
に
コ
メ
ン
ト
を
提
出
す
る
。

こ
れ
と
同
時
に
区
長
も
ま
た
、
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
報

告
を
審
査
し
、
配
置
の
標
準
に
基
づ
い
て
新
た
な
公
共

施
設
の
配
置
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
土
地
利
用
審
査
手
続
き
（
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
）

　
州
や
連
邦
政
府
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
特
定
の
も
の

を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
は
、

Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
の
適
用
を
受
け
る
。
図
ｌ
２
に
こ
の
手
続

き
フ
ロ
ー
を
示
す
。

　
都
市
計
画
局
は
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
の
申
請
を
受
け
る
と
、

五
日
以
内
に
そ
の
土
地
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド

と
区
の
区
長
に
申
請
を
送
付
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
申

請
内
容
が
環
境
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
ど
う
か
と
い
う

審
査
等
が
行
わ
れ
、
も
し
重
大
な
影
響
が
予
想
さ
れ
る

場
合
に
は
、
申
請
者
は
環
境
影
響
評
価
書
（
E
n
v
i
r
o
n

-
m
e
n
t
a
l
　
I
m
p
a
c
t
　
S
t
a
t
e
m
e
n
t
）
を
準
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
都
市
計
画
局
は
申
請
が
適
当
で
、
環
境

影
響
評
価
書
の
草
稿
が
提
出
済
み
の
場
合
に
は
、
申
請

を
認
定
す
る
。
申
請
が
六
週
間
以
内
に
認
定
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
申
請
者
（
特
別
の
場
合
に
は
区
長
）
は
、
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行政研究　ニューヨーク市の都市計画と市民参加

図―３　市議会と市長の土地利用審査手続き

都
市
計
画
審
議
会
に
認
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
認
定
に
続
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
に
は
申
請
書

が
送
付
さ
れ
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
六
十
日
以

内
に
以
下
の
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
ｉ
）
住
民
に
提
案
を
周
知
さ
せ
る
。

　
（
ⅱ
）
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　
（
ⅲ
）
都
市
計
画
審
議
会
と
区
長
に
意
見
書
を
提
出
す

　
　
　
る
。

　
区
長
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
が
意
見
書
を
提
出

し
た
日
も
し
く
は
六
十
日
間
の
審
査
期
間
終
了
か
ら
三

十
日
の
間
に
、
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
の
申
請
を
審
査
し
、
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
案
さ
れ
て
い
る
事

業
が
行
わ
れ
る
土
地
が
二
つ
以
上
の
地
区
に
ま
た
が
る

場
合
に
は
、
区
委
員
会
は
三
十
日
以
内
に
公
聴
会
を
開

催
し
意
見
書
を
提
出
で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
、
都
市
計
画
審
議
会
は
提
案
を
審
査
し
、
手

続
き
が
適
正
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
。
そ

し
て
、
区
長
の
審
査
期
間
の
終
了
か
ら
六
十
日
以
内
に

公
聴
会
を
開
き
、
提
案
を
承
認
ま
た
は
修
正
す
る
意
見

書
を
市
議
会
に
送
付
す
る
。
都
市
計
画
審
議
会
が
提
案

を
否
認
し
た
場
合
に
は
、
つ
ぎ
の
場
合
を
除
い
て
最
終

決
定
と
な
る
。

　
（
ｉ
）
否
認
さ
れ
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
変
更
を
市
長
が
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
市
議
会
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
で
承
認
さ
れ
る
。

　
（
ⅱ
）
州
法
の
改
正
に
よ
り
、
都
市
再
開
発
計
画
Ξ
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-
r
b
a
nR
e
n
e
w
a
lP
l
a
n
)
は
都
市
計
画
審
議
会
で
否

認
さ
れ
た
場
合
で
も
、
議
会
で
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
三
つ
の
否
認
（
t
r
i
p
l
e

n
o
)
の
プ
ロ
セ
ス

を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
と
区
長
は
市
議
会

の
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
と
区
長
が
提
案
を
否
認
し
（
一
番
目
と

二
番
目
の
否
認
）
、
都
市
計
画
審
議
会
が
承
認
し
た
場

合
に
、
区
長
は
、
都
市
計
画
審
議
会
の
承
認
か
ら
五
日

以
内
に
、
反
対
意
見
を
議
会
と
都
市
計
画
審
議
会
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
番
目
の
否
認
）
制
度
で
あ

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
議
会
は
提
案
を
審
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
に
、
議
会
は
五
十
日
以
内
に
申
請
を
審
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
会
が
申
請
の
修
正
を
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
ま
ず
、
十
五
日
の
審
査
期
間
を
認

め
た
上
で
都
市
計
画
審
議
会
に
そ
の
旨
を
添
え
て
差
し

戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
土
地
利
用
に
関
す
る
議
会
の
決
定
に
は
、
市
長
の
拒

否
権
が
発
動
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
議
会
の
三
分
の

二
以
上
の
多
数
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
が
優
先
さ
れ
る
。

五
ｌ
ま
と
め

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
計
画
・
都
市
開
発
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
市
民
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
め
ぐ
っ

て
、
市
行
政
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

市
の
側
で
も
広
範
な
市
民
参
加
の
途
を
開
き
、
市
民
ニ
ー

ズ
を
直
接
吸
い
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初

め
て
多
様
な
人
種
・
民
族
か
ら
な
る
国
際
都
市
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
都
市
行
政
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
市

民
参
加
を
保
証
し
、
そ
の
場
を
提
供
し
て
い
る
の
が
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
で
あ
る
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、
市
憲
章
（
Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｒ

-
ｔ
ｅ
ｒ
）
で
、
都
市
計
画
審
議
会
（
Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｃ
ｏ

‐
ｍ
ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
）
が
行
う
土
地
利
用
計
画
、
市
有
財
産
の

取
得
・
処
分
、
公
共
投
資
事
業
の
用
地
選
定
に
関
す
る

審
査
及
び
勧
告
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側
の
意
見
の

開
示
、
市
予
算
案
に
対
す
る
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け

る
優
先
順
位
の
主
張
、
市
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
の
監

視
等
の
広
範
な
権
限
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。

　
市
の
土
地
利
用
審
査
手
続
き
は
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
と
呼
ば

れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、
都
市
計
画
図
の
変
更
、

ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
改
定
及
び
特
別
許
可
公
共
事
業
用
地
選

定
、
及
び
特
許
授
与
に
関
し
て
最
初
に
審
査
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
都
市
問
題
は
、
我
が
国
に
比
べ

て
、
そ
の
質
と
深
刻
さ
の
度
合
い
が
大
き
く
異
な
る
。

例
え
ば
私
が
住
ん
で
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
地
区
№
二
で

は
、
一
九
九
二
年
の
市
に
要
望
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
優
先

順
位
の
一
番
目
は
、
「
警
察
官
や
公
園
局
職
員
を
増
や

し
て
地
区
に
二
十
四
時
間
の
巡
回
態
勢
を
と
り
、
安
全

性
を
高
上
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
地
区

は
「
ソ
ー
ホ
ー
」
と
呼
ば
れ
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
で
は
比

較
的
治
安
は
良
い
方
で
あ
る
。

　
ま
た
、
多
様
な
人
種
構
成
と
複
雑
な
利
害
対
立
は
、

「
訴
訟
社
会
」
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
市
民
の
広
範
な

参
加
な
く
し
て
有
効
な
政
策
立
案
及
び
そ
の
実
行
は
あ

り
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
チ
ャ
イ
ナ

タ
ウ
ン
で
、
民
間
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
よ
り
コ
ン
ド
ミ
ニ

ア
ム
の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
市
当
局
は
、

こ
の
計
画
を
、
周
辺
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
な
じ
む
よ
う
、

敷
地
内
に
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
等
を
と
る
よ
う
修
正
さ
せ
、

必
要
な
Ｕ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
や
環
境
影
響
評
価
（
Ｅ
Ｉ
Ｓ
）
等

の
手
続
き
を
経
た
後
に
認
可
し
た
。
犯
罪
が
多
発
し
、

経
済
も
沈
滞
し
て
い
た
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
一
角
を
、

安
全
で
活
気
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
し
よ
う
と
の
も
く

ろ
み
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
完
成

に
伴
い
、
周
辺
家
賃
の
上
昇
を
招
き
、
そ
の
結
果
そ
の

地
区
に
住
み
続
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
住
民

は
、
市
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
最
終
的
に
、

最
高
裁
判
所
は
、
環
境
影
響
評
価
で
周
辺
家
賃
の
上
昇

等
の
二
次
的
経
済
効
果
を
予
測
・
評
価
し
な
か
っ
た
と

し
て
、
市
の
行
為
を
違
憲
だ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
利

害
対
立
が
激
し
く
多
様
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
い
か
に

市
民
参
加
を
保
証
し
て
い
く
か
は
最
重
要
課
題
で
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ボ
ー
ド
は
、
そ
の
基
礎
的
な
媒
体
と
な
っ

て
い
る
。

　
我
が
国
で
は
、
都
市
行
政
及
び
運
営
は
、
そ
の
社
会
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の
均
質
性
ゆ
え
に
、
き
わ
め
て
安
定
し
て
行
わ
れ
て
き

た
が
、
今
後
は
国
際
化
の
進
展
と
と
も
に
移
民
も
増
大

し
、
新
た
な
都
市
問
題
が
発
生
し
て
く
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
方
で
、
市
民
の
高
学
歴
化
、
高
所
得
化
や
労

働
時
間
の
短
縮
に
伴
い
、
参
加
意
欲
の
高
揚
も
予
想
さ

れ
る
。
市
民
参
加
を
保
証
す
る
制
度
の
一
層
の
研
究
が

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
報
告
が
こ
の
た
め
の

参
考
の
一
助
と
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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